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食品等の輸入届出件数・重量推移食品等の輸入届出件数・重量推移
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平成昭和 （年）

180万件

3,226万ﾄﾝ

＊平成19年は年度

食品等の輸入の状況食品等の輸入の状況（平成（平成1919年度）年度）

2,774,908

2,404,578

22,587,656

輸入重量

32,261,071

トン

畜産食品，畜産加工食品

水産食品，水産加工食品

農産食品，
農産加工食品

その他の食料品
1,678,647

飲料
1,634,902

食品添加物
375,122

器具
710,898 容器包装

65,802 おもちゃ
28,557
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輸入食品監視指導計画輸入食品監視指導計画

食品食品衛生法（昭和衛生法（昭和2222年法律第年法律第233233号）号）

第第2323条条 輸入食品監視指導計画輸入食品監視指導計画

厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、翌年度の食品、添加物、器具厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、翌年度の食品、添加物、器具

及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画（（以下以下
「輸入食品監視指導計画」という。「輸入食品監視指導計画」という。））を定めるものとする。を定めるものとする。

②② 輸入食品監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。輸入食品監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一一 生産地の事情その他の事情からみて重点的に監視指導を実生産地の事情その他の事情からみて重点的に監視指導を実

施すべき項目に関する事項施すべき項目に関する事項

二二 輸入を行う営業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指輸入を行う営業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指

導に関する事項導に関する事項

三三 その他監視指導の実施のために必要な事項その他監視指導の実施のために必要な事項

③③ 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画を定め、又はこれを変更した厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画を定め、又はこれを変更した

ときは、遅滞なく、これを公表するものとする。ときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

④ 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の実施の状況について、公表

するものとする。

合合 格格
回収・回収・廃棄廃棄・積戻し・積戻し
又又はは食用外用途転用食用外用途転用

消費者消費者

検査検査命令命令 モニタリング検査モニタリング検査 自主検査の指導自主検査の指導

輸入時の検査体制輸入時の検査体制輸入時の検査体制

輸出国における衛生対策輸出国における衛生対策
・農薬等の使用管理・農薬等の使用管理
・証明書の発給・証明書の発給
・輸出前検査等・輸出前検査等

二国間協議二国間協議
わが国の食品衛生規制を遵守わが国の食品衛生規制を遵守
するよう要請するよう要請

必要に応じ現地調査必要に応じ現地調査

輸入食品の監視体制等の概要輸入食品の監視体制等の概要

過去の違反事例過去の違反事例
輸出国の情報輸出国の情報
原料・製造方法等原料・製造方法等

違
反
情
報

違
反
情
報

輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
に
基
づ
き
実
施

輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
に
基
づ
き
実
施

輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
に
基
づ
き
実
施

海外における食品安全情報海外における食品安全情報のの収集収集

・国立医薬品食品衛生研究所安全情報部・国立医薬品食品衛生研究所安全情報部

・食品安全委員会事務局情報・緊急時対応課・食品安全委員会事務局情報・緊急時対応課

違反発見時の通報違反発見時の通報都道府県等監視指導計画に基づく都道府県等監視指導計画に基づく
都道府県等の収去検査都道府県等の収去検査

検疫所における届出審査検疫所における届出審査検疫所における届出審査

不合格不合格

輸
入
時

輸
入
時

輸
入
時

輸
出
国

輸
出
国

輸
出
国

国

内

国国

内内

事前相談・指導事前相談・指導事前相談・指導
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食品食品等輸入届出窓口等輸入届出窓口 ３１検疫所３１検疫所 ●●

検査課を有する検査課を有する ６検疫所６検疫所 ◎◎

輸入食品・検疫検査センター輸入食品・検疫検査センター ★★

食品等輸入相談室食品等輸入相談室 １３検疫所１３検疫所

食品衛生監視員食品衛生監視員 ３４１３４１名名

●
●

●
●

●●

●

●
◎◎

★

●

●●

●
◎

◎
◎★● ●

●

●
●

●
●
●

●

●

●
●

小樽

千歳空港

仙台

仙台空港

東京（衛生・食品監視課）

東京（食品監視第二課）

千葉

東京空港

川崎

成田空港

新潟

横浜

輸入食品・検疫
検査センター

名古屋

中部空港

四日市

清水

大阪

関西空港

神戸（衛生・食品監視課）

神戸（食品監視第二課）

輸入食品・検疫
検査センター広島

境

広島空港

那覇

那覇空港

◎

福岡

門司

下関

福岡空港

長崎

鹿児島

食品等輸入届出窓口配置状況食品等輸入届出窓口配置状況

※※平成平成2020年年44月現在月現在
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検疫所の食品衛生監視員年度推移検疫所の食品衛生監視員年度推移

平成元年度
89名

平成元年度平成元年度

8989名名

平成18年度
314名

平成平成1818年度年度

314314名名

平成19年度
334名

平成平成1919年度年度

334334名名

人
平成20年度

341名

平成平成2020年度年度
341341名名

平成21年度
368名(予定)

平成平成2121年度年度
368368名名((予定予定))
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食品等の輸入の届出食品等の輸入の届出

食品等を輸入しようとする者は厚生労働大臣に食品等を輸入しようとする者は厚生労働大臣に

届出なければならない（食品衛生法第届出なければならない（食品衛生法第2727条）条）

輸入者の氏名、住所輸入者の氏名、住所

食品等の品名、数量、重量、包装の種類、用途食品等の品名、数量、重量、包装の種類、用途

使用されている添加物の品名使用されている添加物の品名

加工食品の原材料、製造又は加工方法加工食品の原材料、製造又は加工方法

遺伝子組換え又は分別流通生産管理の有無遺伝子組換え又は分別流通生産管理の有無

添加物製剤の成分添加物製剤の成分

器具、容器包装又はおもちゃの材質器具、容器包装又はおもちゃの材質

貨物の事故の有無貨物の事故の有無

等等

届届 出出 事事 項項

輸入時の検査体制の概要輸入時の検査体制の概要

違
反
の
蓋
然
性

違
反
の
蓋
然
性

高高

低低

2020万件万件

180180万件万件

19年度届出ベース

検査件数/届出件数
（重複除く）

検検

査査

率率

包括輸入禁止包括輸入禁止

検査命令検査命令

モニタリングモニタリング検査強化検査強化

モニタリングモニタリング検査検査

指導検査等指導検査等

94, 59894, 598件件

71, 60671, 606件件

49, 27149, 271件件※※

※※モニタリング検査の延べ件数はモニタリング検査の延べ件数は81,51981,519件件
（検査項目別の重複あり）（検査項目別の重複あり）

5


	資料1-3 輸入食品の安全性確保について（HP） 1.pdf
	資料1-3 輸入食品の安全性確保について（HP） 2.pdf
	資料1-3 輸入食品の安全性確保について（HP） 3.pdf
	資料1-3 輸入食品の安全性確保について（HP） 4.pdf
	資料1-3 輸入食品の安全性確保について（HP） 5.pdf

